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固有鉄道における資本組入会計の再生産

醍醐聴

I 資本造成会計の先駆形態としての特有資本編入会計

日本国有鉄道 以下回鉄と略す は「収益費用の差額としての〔国鉄の〕

『利益』は，分配可能な余剰たる性格をもたず，具体的には，設備の建設や改

良， あるいは債務の償還にあてられるべき資金源として機能するJ"造成資本

にほかならないとする日本固有鉄道会計及び財務基本問題調査会の答申をうけ

て， 1965年度決算から損益計算書末尾の本年度純利益(純損失〉にかつよ書で

「造成資本増加高(減少高)Jを併記L，それにみあって貸借対照表資本の部の

利益積立金(繰越欠損金〉にも「造成資本(資本欠損)Jを併記しはじめた幻。

つまり，併記科目によるかかる表示形式一一以下新資本造成会計という

にしたがえば，国鉄の収益費用差額は資本的支出あるいはその源資とされた債

務の償還に充当済であるとの理由により，資本へと認識転換され， r貸借対照

表にかんするかぎり， 利益〔剰余金〕という語は用いられないJ"'ことになる

のである。

しか"'，国鉄財務会計史を通史的に考察してみると，かかる会計処理・表示

形式はそれを考案した論者が自負するように「まったく新しい観念J"ではなし

類似の会計思考にもとづ〈資本組入会引が半世紀前の帝国鉄道時代に，益金の

1) 日本国有鉄道『日本国有鉄道会計及び財務基本問題調査会記録』議事篇J[.1965年，第17回調

査会議事連記最(最終答申)， 8へージ。

2) 大蔵省主計局編『昭和40年度政府関保機関決算書J19670年.53-56へージ。

3) 江村稔「維持すべき資本と余剰と Lての刺益Jr公営評論』第12巷第3号. 1961年3月， 6oべ

-:/ 

4) 黒沢清「公共企業体における資本概志 Ir実務会計』第2巻第2号， 1966年 2月.40ヘー久
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特有資本への編入一一以下特有資本編入会計というーーーとしてすでに実務化さ

れていたことがわかZ。

すなわち，当時も， i同じく鉄道の運輸収入であっても，これを建設改良事

業に投ずれば，それは資本となり，反対に駅員の給料，線路の保守に投ずれば.

それは資本とはならぬ」日とL、う解釈にしたがい， 建設改良に充てるべく資本

勘定に繰入れた収益勘定益金を，明治42年の帝国鉄道会計規則第21条を根拠規

定と Lて，貸借対照表上で特有資本へ編入した。その結果，当時の帝属鉄道に

おいても，貸借対照表にかんするかぎり i純損益は特に表示されず，特有資

本に含まれJ"る形式になっていたのである。

しかも，かかる特有資本編入会計が戦後，国有鉄道事業特別会計法の制定に

あたって，経営成績の適止な表示を妨げると批判され，廃止された経過を考慮

すると，新資本造成会計官特有資本編入会計への回帰と捉える見方が E亡き E

もおかしくはないであろう円。また，資本的支山(の源資とされた債務の償還〉

に充当済の利益(積立金〉を資本組入する地方公営企業， NHKなどの既成の

資本造成会計引についても同様の見方ができるであろう。

そ Lて， もしかかる推察が成立つならば，国鉄財務会計史上で一度は退吋ら

れた資本組入会計が同じ国鉄に再遭入されようとしているのはなぜなのか左い

う疑問が生じるのも当然の成行であるが，この疑問に答える責務を負っている

はずの資本造成会計論者には，かかる歴史的な課題認識きえみあたらない。

そこで，本稿では，まず官設・帝国鉄道時代の国鉄において(特有)資本編

5) 平山孝『鉄道財話Jl1933年.， 119へージ。
6) 日本国有鉄道『日本国有鉄道官年史」第10巻， 1973年， 481へージ。
7) むろん，新資本造成会計は「公企業収益費用差額=非利益=資木」説D担拠として，資金運用
表的資金理論〈事象〉およびw.J ーバッタ一白費金理請におけると同じ拘束概念てを援用して
いる点で，論理構成土，特有資本編入会計と異なる聞があることも無視できない.これら新資本
造成会計に固有の論理については，醍醐聴「公企業資本会計と資金理論 利益利用利益確定
利益処分の相互関係を中心とじて J r会計』第111巻第2号， 1977年2月， 83-99へ とP

において，さ bに続摘におい亡論じている四で，よ ζ では立ち入らない.

8) 既成の資本造成会計と新資本造成会計の異同については，醍醐，向上論文， 83-84へージを参
照せよ。
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入会計がどのように牛成L消滅したかを，従来の国鉄財務会計史研究に補正を

加えながら，一貫的広考察することによって. (新〕資本造成会計を特有資本

編入会計への回帰・再生産として解しうることを検証し，かかる歴史認識にも

とづいて，現代の公企業資本会計が特有資本編入会計の歴史的帰結から学ぶべ

き教訓はなにかを明らかにできればと考えている9h

本稿では関係諸法令を次のように略称する。

明治9年各庁作業費区分及受払規則 明治9年規則

明治10年作業費出納条例 明治10年条例

明治18年鉄道会計条例 明治18年条例

明治23年官設鉄道会計法.明治23年法

明治39年帝国鉄道会計法 明治39年法

明治39年帝国鉄道及同用品資金会計規則ー明治39年規則

明治42年帝国鉄道会計法 明治42年法

明治42年帝国鉄道会計規則 明治42年規則

昭和22年固有鉄道事業特別会計法.昭和22年法

II 特有資本編入会計前史

明治42年法以前の国鉄会計諸法令は官設・帝国鉄道の益金全額を一般会計へ

納付するものと定めたので，その同国鉄では利益の内部留保は皆無のような外

観を呈し，当該益金の処理・表示をめぐってとりたてて論ずべき問題はないか

にみえる。

しかし，当時の官設・帝国鉄道が「作業上ノ元入トシテ国庫ヨリ領収セ ν金

額〔すなわち興業費〕へ其益金ヲ以テ漸次償還スヘキ」川負債であったとい

う事実に着目すると様相は 変L.一般会計への益金納付額のなかに興業費償

9) 本稿でヲ閉する文献資料の原文で用いられた旧かなづかいは原士のままと L.変体がなは現
代のかなに改めた。また原文中の旧字体漢字は新字体に改めた。

10) ~.工部省沿革報告.!l 188S年(大蔵省[農商務省，会計検査院〕編纂『明治前期財政経済史料集
成』第17巻ノ 1.1964年，所収)497ベシ.
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還に該当する額が含まれてい丈F と解釈せずるをえなくなる。事実，明治 9年 規

則，明治10年条例には「益金〔ノ幾分〕ヲ以テ〔興業費ヲ〕償却J1Uすべ Lと

第 1裏京神間鉄道運輸課作業収入精算帳

一明惜14年 4月亙6月 単位円

仕 オム 晶 フロ 請 両

営業資本へ償還 101，662.165汽 車 運 輸 賃取立金 273，989.042

汽車運輸其外資本へ償還 1日0，638.308取各立ス金テ シ翠ン官業之者ヨリ 1，0日7.200

各ステージョン営業之者 1，007200 
ヨリ取立金同上 官舎宿代取立金 16.657 

官古宿代取立金向上 16.657 荷物置場並倉船貸料 102.094 

明2治月2158 年日 大但 蔵益宰 納金 173，452.828 

興業費償却

川 14.9叫 275，114.993 

日本国有鉄骨総裁室修史探『工部省記録鉄道之部』第5冊(自巻19至告22)，1969年， 34， 

43へ ジより作成。太字化一醍醐包

第z表京都大津間鉄道営業収入勘定帳

一一明治14年自 1月盃3且 単位円

賞業資本へ回入 15，842.082 営 業 収 入 51.823.102 

但汽車運斬賃収入之分 前 年 ヨ リ 越 21，139.795 

回入残 金 大 蔵 省 納 30，UOO.000 汽車運輸 賃 収 入 30，683，307 

但贋業費本遅償

入 出 建 ヨi 残 5，981，202 

但 翌 )ゴ 越

51，823.102 

日本国省鉄道総裁室憧史課『工部省記揖鉄道己都』第5冊(自巷19至巻22)，1969年J 272 

273へ ジより作成L太字化 醍醐。なお合計金額の不一致は原数字のまま。

11) 間情9年揖則第6条，明治1C年条例揖7条第1節。

なお明治10年条例の上記条節で「興業費州各償却ノ年期ヲ定メ(凡ソ其建物等ノ梶存年期ヲ参酌

Yr予走;'-~，，;)益企ヲ臥テ償却ス、キコト J (皆点 醍醐〉が明士(eされたことから，当時

すでに減価「錨却制の精神を汲み入れた法規的存したJ (北原信男「帝国鉄道の三勘定組織と減
価蛸却J W会計』第37:巷第4号， 1935年10月， 5印ベータ。〉事実がうかがわれ，償定年限と耐用

年数を 致させたうえでの益金による負債償還が利益処分形式の減価償却をも兼ねていたとみる

乙とができる。この点，高寺貞男『明治減価償却史の研究Jl1974年， 72ベージをも参照2
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の規定が含まれ，京神間鉄道運輸課の作業収入精算帳あるいは京都大津間鉄道

の営業収入勘定帳においては， 第 1，2表で示したように， 益金の大蔵省納に

「興業費償却」あるいは「興業資本返償」という但書が付されている。

ところで，明治18年条例，明治23年法の明文上ではかかる興業費返償規定は

消えてしまったが，明治39，年法は官設鉄道がそれまで建設改良資金として一般

会計から交収してきた興業費が政府出資金を意味したものではなく，借入金で

あったこと，当該借入金は従来の一般会計への益金納付をつうじて漸次償還さ

れてきたことを明文上で次のように確認した。

明治39年帝国鉄道会計法

第 l条 帝国鉄道ノ事業ヲ経営スル為従来出資シ及将来出資スル金額ヲ以

テ資本ト為シ特別ノ会計ヲ立テシム

前項ノ資本ハ本会計ノ負債トシ一般会計ニ対シ漸次償還スノレモノトス

但ν官設鉄道会計法第4条竺依ロ純益トシテ従来一般会計ノ歳入ニ編入

シタノレ金額ノ、利子ニ相当スル金額ヲ控除シタル残額ヲ以テ負債ノ償還ニ

充テタルモノト看倣ス

とすれば，官設・帝国鉄道が明治41年まで継続した一般会計への益金納付額は

[AJ語の本来的意味での純益金の国庫納付に相当する部分と [BJ建設改良

資金の償還に相当する部分から構成されていたことになる。この点は官設鉄道

が工部省所管期に国庫ヘ納付した作業収入が第3表のように営業費償還，輿業

費償還，官業益金に三区分して示されている事実からも裏づけられる。

ところで，このうちの [BJは鉄道固定資産に充てられた他人資本主自己資

本で代替する性質のものであるから，当該益金自体は貸方側に残留したはずで

あるが，官設鉄道時代には資本の源泉別区分は全く顧みられなかった。そこで，

この残留益金はどこへ行ったかを追跡調査してみると，その所在は明治39年規

則によって次のように「既還資本」として公示されたことがつきとめられる。
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第 3表官設鉄道の国庫納付金内訳

一一工部省所管時代の累計額

、、、~\\~、 項目 作 業 収

部局¥九---¥九¥一 興業費償還 営業費償還

東京横浜問鉄道 1，047，055.056 1，194，843.472 

神戸大津間鉄道 781，752.517 543，582.884 

敦賀大垣間鉄道 341.585 。
東京前橋間鉄道 808.068 。

(59) 27 

単位円

y、

官業益金

2，137，970.349 

3，891，024.317 

58.364.426 。
『工部省沿草報告j1889年〈大蔵省[農商務省・会計検査院]編纂『明治前期財政経済史持

集成」第17巻ノし 1964草 496ベ ジ〉より作成。

明治39年帝国鉄道同用品資金会計規則

第四条 資本勘定ニ属スノレ資本ヲ分テ左ノ三種ト兄

未還資本既還資 本特設資本

一般会計二対、ン未タ債務ヲ償還セサルモノヲ未還資本トシ既ニ債務ヲ還

7シタルモノヲ既還資本トシ当初ヨリ債務ヲ負担セサルモノヲ特設資本

トス…・・

つまり，かかる表示形式によって開業以来連年，負債の償還に充当された益

金は明治39竿に至~ ，一括資本の 項目に編入されたわけである。またこれを

敷街すると，国鉄における益金の資本編入は通説的な理解のように明治42年か

らではなく，実質的には益金による興業費償還が開始された明治4年にまで遡

及してなされたといわねばならな〈なる。

では，以上みたように興業費償還に充当済の益金累計額が明治39年まで行方

不明になったのはなぜであろうか。まず客観的な要因として会計法制の未成熟

を指摘できる。すなわち，国鉄にたいして「資産負債表j の作成を義務づけ，

資本の源泉別区分表示を指示したのは明治39年規則が最初で，それ以前の関係

諸法令，例えば明治18年条例の別冊で示された「資本勘定計算科目Jは支出科
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自の細目表にすぎなかった¥-，興業費と醤業費，資本勘定と収益勘定の区別も

「唯其の出納取扱の便宜に問でしものに過ぎJ12)なかった。 いずれも資金の形

成源泉と運用形態を累積的に対照表示する計算表を誘導しうる勘定体系ではなl

かったのである。このことが興業費償還に充当済の益金累計額の所在を潜伏さ

せる要因となったことは否めないであろう。

では，明治39年規則によって上記のように曲りなりにも遡及的な益金の資本

編入が公示されはじめたにもかかわらず，従来の国鉄財務会計史研究者がこれ

を見過してきたのはなぜであろうか岨〉。筆者のみるところでは，その最大の理

由は明治42年以前の官設・帝国鉄道の事業形態を運輸事業=鉄道特別会計，建

設事業=一般会計とシェー 7 化し1U，鉄道特別会計の財務構造を， I其の事業

益金は之を一般会計に納入し，其の建設改良に要する資金は之を一般会計より

の繰入に仰ぐの制度Jm<:特徴つ守ける短絡的解釈に起因している。

なぜなら，かかる解釈にしたがうと，明治39年法白不正確な文言もあいまっ

て'"'①官設・帝国鉄道が 般会計から交収した建設改良資金が当初から山資

12) 大蔵省編轟『明治大正財政史』第2巻， 1955年.， 487へージ。

13) 国鉄経理局主計課長(当時)右川達二郎は，明治39年法が「従来益金として 般会計に納入さ

れたもPから利子相当額を控憶した差額は，元本白償還にあてられたものとみなし」たことを評

して「ζのとき鉄道特別会計1;1，創業以来申建設費目すべてを自ら負担したという己とを形の上
でもはっきりとったJ (石川達二郎「国鉄そ白財政的構造.!l1967年， 113ベーシ〕 と述べている

が，当昔話金が厩還資本→持有資本→固有資本F引酷がれた表示務式を考慮するならば形の

うえでもはっきりとった」と手放しに評するわけにはゆかない。

14) 鉄道省 r日本鉄道史』下帯， 1921年， 371ペ ジ，中川E左『帝国鉄道政情論.!l1928年， 178ベ

←ジ，北原，前掲論文" 10うベージ，平山孝藤111福衛『鉄道会計j19出年， 14ページ。

15) 大草主省編纂，前掲書，第2巻， 604ベ 式

16) 本節日本文に掲記した明治39年法第1条における「従来出資シ[タル]金額ヲ以テ資本ト為γ

前項ノ資本ハ本会計ノ負債トシ J I従来一般会計ノ歳入ニ編入シタル金額ハ 負債ノ

憤墨ェ充テタルモノト看倣ス」という文言は，それまで一般会計から「出資」された壷額を明治

39年の時点で負債へと認識転換し，それにみあう便法として過去の益金納付を負債償還に相当す

るものと事後解釈したかのよろな表現になっている.

しかし， w工部省記録』巻19に収録された前掲第し 2表中の但書をみても，さ bには，明治

22年に刊行された『工部省沿革報告』に収蝿された東京横酷間および西京神戸間鉄道の明治3年

10月 明治4年9月の営業収支表で，すでに「興業費償還」が計上されていることからみて

も，官設鉄道が一般会計から交恥した建設改良資金が当初から出資金 Cはなく惜入金 Cあったι
と，当該借入金の償還も開業直後から行なわれていたことは動かしがたい事実である。
したがって，西川義朗氏の次の記述は下記のように訂正されなくてはならない。明治39年法ノ
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金ではなく，借入金であコた事実が等閑に付され，②そのために，開業以来，

官設・帝国鉄道カ}継続した 般会計への益金納付のなか仁当該借入金の償還額

が含まれていたと Fも見落きれゴるをえず，①借入金償還後に残腐したはずの

益金累計額はどこへ行ったのかという問題意識自体が完全に欠落してしまうか

らである。

III 特有資本編入会計の生成

鉄道頭(明治10年 1月より鉄道局長〉井上勝は明治9年以来，鉄道益金の建

設支出への充当案を再三建議したが，明治42年法はかかる構想、を支持した帝国

議会の建議を容れ，それまで建設改良資金の償還をとおして間接に資本的支出

に充てられてきた益金を資本勘定へ繰入れて，直接に資本的支出に充てるもの

とした。またこれと対応して，明治42年規則が当該益金を貸借対照表上で特有

資本へ納入するものと定めたことにより，益金の資本編入がi正式にはじまった。

明治42年帝国鉄道会計法

第 2条 帝国鉄道ノ建設及改良ニ要スノレ経費ハ鉄道益金ヲ以テ之ニ充ツ

但シ鉄道益金不足ノ:場合ニ於テ政府ハ本会計〆負担ニ於テ公債ヲ発行シ

文ハ他ノ特別会計其ノ他ヨリ借入金ヲ為スョトヲ得(以下略〉

明治42年帝国鉄道会計規則m

両日瓦示会計ノ資本ヲ分テ特有資本借入資本ノ二種トス

、は「肘務会計上従央の一般会計上りの出資金を鉄道車業の負債とみなし，事業利益でもってその
元利を償還させることにしたのである。公企業におけるいわゆる貴本慣還(capitalredemption) 
。制度がこのとき初めて導入されたりである。J (酉川義朗『公企業会計Jl1975年， 67ベ←ヅ，)

「明治3咋法は従来世会計より突収した資金主鉄道財務会計四負債として平年金mL事業益
金でもってその元利を慣還させることにしたのである。国鉄におけるいわゆる『資本』償還は，

すでに開業直後から『興業費償還』として行なわれていたが，このとき眼目畠毒されたわけ
である。」

17) 本規則第21条にいう「賓本勘章二時ケル資金ノ収入J!cは，益金繰入額.借九金.公債募集金
など資本勘定に帰属する一切の現金資金増加をさす.
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公債，借入金又ハ鉄道国有法ニ依リ政府ノ負担ニ帰 I タル債務ニシテ

現ニ本会計ノ負担ニ属スノレモノユ相当スノレ金額ヲ借入資本トシ其ノ他ノ

モノフ特有資本トス

第21条 資本勘定ニ於ケノレ資金ノ収入，収益勘定ニ於テ補充工事ノ為支出

シタノレ金額及譲渡文ハ寄付ヲ受ケタル物件ノ見積価格ハ翌年度 6月30日

ニ於テ前条ノ区別ニ従ヒ之ヲ特有資本又ハ借入資本ニ編入スへシ

参考までに昭和 1年度の特有資本の増減内訳を示すと第4表のとおりである。

第4表特有資本増減内訳表〈昭和 1年度〉

単位円

減 少 の 分 増 カ日 り 分

公債発行に対する差滅控除額 4，759，031 益 金 繰 入 130，叩7，'2.79

財の産価額の撤去，土地譲渡その他 19，859，855 資本勘定雑収入 1，763，151 

用品勘定過剰金繰入 3，497，868 
計 24，618，886 

補充 費 決 算 額 5，442，民j日

差引増加額 123，886，174 
公債買入 償却差益 1，714 

土地譲受その他の価額 6，892，545 

E十 148，日)5，060

鉄道省経理局『固有鉄道会計参考書~ 1白5年， 18-19ベ ジより作成。

では，建設改良に充亡られた益金がζ うして貸借対照表上で資本の一項目に

編入されたのはなぜであろうか。筆者自身の見解は次稿にゆずり，当時の説明

を通読すると，当該益金をはじめ，収益勘定の負担でなされた「小規模なる改

良工事」回としての補充費決算額あるいは固定資産譲受額がことごと〈資本へ

編入された背景には，国鉄財務会計上の資本を経済(学) J:.の資本と同義に，

あるいはそれに相対する抽象価値として観念する思考があったことがわかる。

国鉄財務会計上の資本を経済(学〉上の資本と同義に解釈する事例としては

次のものがあげられる。

岸田慰経済学上の資本を「通俗ニ解スレハ生産ヲ帯助スル為運用スル所ノ

18) 平山藤川.前掲患刊ベータ。
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富ノ貯蔵ナリ I謂フ 故品資本ハ事業経営上ノ根源ヲ為スモノニシテ固有鉄道

事業ノ資本モ亦収益ヲ目的ト旦ル為ニ使用セラルル財産ナリト解旦ノレヨトヲ得

ヘシJ19)

平山孝 「経済学者の云ふ所によりますと，資本左云ふのはとド摩又は営利の

用に供せらるる財産を云ふ・・・」叫「鉄道会計に於ける資本も亦， これと同意

義でありまして. w将来収益を挙ぐる為め投下せられたる貨幣其他の財産」を

云ふのであります。J2D

また，国鉄財務会計上の資本を経済(学〉上の資本に相対する抽象価値と解

釈する事例としては次のものがあげられる。

大野靖三 「鉄会法に所謂『資本』とは，会計，簿記学上の資本の意義に一

致し w財産』と共に 対の相対的根本概念を為しているものである。」叩

北原信男 「鉄道事業の経営には巨額の資本を必要とする。即ち運輸事業の

経営に直接間接必要な種々の有形無形の設備に『モトデ』を投下しなければな

らないのであるが，斯くして設備された諸種の財産は経済学上の所謂資本であ

って，会計学上に於ては，此の経済学上の具体的な財産と対立せしめて，特に

その抽象的な価値を資本と称する。J28}

ところで I鉄道会引の思人J1:4)と称され. I英国鉄道事業上ニ於テ施行只ル

所ノ〔複〕会計法ニ擬シJ25)て， 明治18年条例の草案にあたる「工部省鉄道会

計条例主意書」を提出した図師民嘉はその訳著書『簿記原理~ (再版，明治19

19) 岸田悪「帝国鉄道会計法通義~ 1927"1'. 7へ 乙九

20) 平山，前掲書" 117ベ)ク.

21) 向上書:， 119ベジ.
22) 大野崎三「帝国鉄道会計白知識J1939年" 17べ一九

23) 北原信男『国有鉄道の会計.n1941年.17，ー18ベージ.
24) 伊藤祐述「鉄道会計の思人」清水啓次郎編『吏通今昔物語~ 1933年， 148ベージ.
25) 図師民嘉「工部省鉄道会計条例主意書J W工部省記録』巻35，134ベ ジ。
26) 本書D表題は抄訳となっているが，緒言にあるように，本書が「米英ノ簿記学士フオルゾン，

フオ スタル及パ ル子ス民等諸民ノ著書ヲ抄訳ヅ簡ラ都見ヲ挿十三簿記ノ真理ヲ照明エセソ
トJ (6ベータ)したものであるとすれば，記述中のどこまでがだれの著書の紹介で，どこまで
が図師自身の見解であるのか見分けがたいが，少な〈とも訳著書とよびかえた方が内容に忠実で
あろう。
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メルク十ルワリ旦ウ

年刊)26)のなかで，価値を「人ノ体外ニ存在スル物件ュ附貼スノレJ21>貿易価値
アイヂヤルヴリ昌弘ウ

と「人ノ体内=含蓄スル事類ヱ包有」即される想像価値に二分し I資本勘定

ノ要スルトコロハ勤労=於ケル想像勘定ヲ尋揮スルニ在ルぞノエシテ此想像勘

定ハ即チ同額ノ貿易勘定ノ対影トナルモノナリ J29) (傍点ー醍醐〕 と記述して

いる。との点合勘案すれば，会計上の資本を経済(学〕上の資本の抽象的相対

価値とみる思考は少なくとも明治10年代において，すでに国鉄会計に浸透して

いたといわなくてはならない。図師が上記主意書において，鉄道財産の「管理

ノ方法ヲ周到ニシ，其結果ヲ詳明ニセント欲セハ，宜シグ先ツ資本勘定ヲ開設

セスンハアノレ可ラス 蓋ν財産価額ト資本金額トハ，常ニ相平均シテ差違ナキ

ヲ法トス」附(傍点ー醍醐〉 と述べているのも， こうした一物二面視の資本観

によるものと思われる。

いずれにせよ，明治42年以降は以上のような資本観を前提にして，資本的支

出に充てるべく資本勘定へ繰入れられた益金を貸借対照表上でも資本として整

理する処理が自明のものとして受容されたのである。

IV 特有資本編入会計の廃止

昭和22年に帝国鉄道会計法が廃止された経緯は，現金主義から発生主義への

転換として抽象的に説明される例'"が多い。しかし，その移行過程を長期的視

野にたって観察してみると，固有鉄道事業が企業性を強めるに応じて特有資本

編入会計の不合理性が表面化Lたことが，帝国鉄道会計決の勘定体系の廃止を

余儀な〈させた有力な要因のひとつであったことがわかる。本節では，特有資

本編入会計の不合理性がどのように認識され改められたかを明らかにしたい。

27) 28)図師民嘉静訳1著醍醐JW揮Z出京理j (再版)， 1886年， 2へ ク。
29) 伺上書-， 48ベ一三人

30) W工部省記録』巻35，136-137へージ.
31)第瀬勇「公共企業体会計の制度的動向 新国家会計論のー駒ーJW会計』第56巻第4号.1949 

年9月， 21ベ ク，日本国有鉄道『日本国有鉄道百年史』第lC巻， 51ふー-519ベージ。本書は減価
償却要不要論争とその帰結について，かなり詳嗣に記述しているが(第7巻， 1971年，4'叫 46号

へージ).特有資本編入会計の批判史については意識的な論Eがみあたらない。



固有鉄道における資本組入会計の再生産 (165) 33 

土田貞次郎の官業会計一新論東京商科大学教授上回貞次郎は大正 6年，雑

誌『経済時論」に発表したー論稿において，帝国鉄道「会計法の運用の結果を

一見するに，何ふも合点、の行かぬ所があるJ<l2)として， 次のような疑義を皇L

た。すなわち， 帝国鉄道の大正2年度の収益勘定収支計算表によると， 益金

1，979万余円のうち，積立金に繰入られた50万円の残額1，929万余円は資本勘定

へ繰入となっているが「貸借対照表を見るに， 此繰入金は何処lこも出て居な

い。J83)そこで， ζ の金額は明治42年規則第21条にしたがって特有資本に合算さ

れたものとみなし， i此益金を〔借入資本と特有資本の合計額でとらえた〕資

本金に割合はして見ると妙なことになる。」剖〉つまり， i私設鉄道と競争杯をし

て居る所の鉄道院の益金〔割合〕が二分に過ぎねとは， あまりの不成績J'日だ

からである。

上田はこのような不可解な事象の原因として，補充費の資本編入や私設鉄道

買収の際の不条理な高い代価による過大資本化の影響を推察しているにすぎな

いが，彼の疑義を客観的に聞いつめれば，特有資本編入会計の当否そのものに

およぶのは当然であろう。とはいえ，上回は白からが呈した疑義をこのように

深めるには至らず， 帝国鉄道の会計状態が「官庁簿記の濃霧の内に隠れJ36}て

いる実情を非難¥-， 私設鉄道と同様， 帝国鉄道生「借貸対照表を〔新聞紙上

などで〕一般に発表すべしJ373と主張したに色!-"主った。

帝国鉄道会計法規委員会の改造意見 帝国鉄道会計法規委員会は，昭和5，6 

年以降，帝国議会で帝国鉄道における減価償却の要不要論争がかわされたのを

機縁として，帝国鉄道の会計制度全般を再検討すべ〈鉄道省内に設けられたも

のであったが，同委員会が将来の参考のためとしてまとめた帝国鉄道会計制度

の改正案のなかには，次のように特有資本編入会計の不合理性に論及Lた項目

が含まれていた。

32) 33)上田貞次郎「官業会計法一新の急務Jr経済時論』第l巻第l号.1917年 l月， 15ベ ク@

34) 向上論文I 15-16ベーシ。
35) 向上論主ニ 16ベ ジB

36) 37)同上論文， 16ベジ。
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「二貸借対照表中特有資本の内容が明かならざるの弱点あり。本来帝国鉄

道には元入資本と称ずベきものあることなし総てが過去の利益留保額に相当

す。従って営利事業の如〈維持すべき資本金額を区別するの必要な Lと量産車，

表示の目的として其の由来が示きるることが希望せらる。即ち営業利益の留保

たるや， 寄附受入の利益なりやと云ふが如害事項これなり。 ー J'" l三 特

有資本の変化に関して明瞭を欠く。蓋し計算の継続性なきが故なり。嘗利会計

に於て元入資本を積立金と分け更に其の期の純損益を別途に示きしむるは資本

勘定の説明〔と〕して重要なれこれを欠く結果として帝国鉄道会計に疑惑と

誤解とを生じ易し。」削

そして同委員会はかかる欠陥を断ち切り， l貸借対照表に於て特有資本の内

容を分析して示すJ40)べく， 其の現在高を rGl繰越額〔期首現在高)@資本収

入額〔土地譲受其他の価額一無償取得による資本的収入〕の事業純利益(総合

損益計算書の純利益額)J4Dに三区分す晶表示形式を改造着:見として提示した。

かかる特有資本の表示形式は，事業純利益をなお特有資本の小項目としてい

る点で不徹底な面を残Lてはし、るが，収益勘定益金を無媒介に特有資本へ編入

する処理を改め，昭和22年法で確立された資本の部の表示形式の原型をはや〈

も考案した点で，国鉄資本会計史上重要な意義をもっているU

鉄道会議会計制度専門委員会の研究報告戦後国鉄会計を企業会計化する基

礎固め脅したのは昭和22年法であったが，同法が定めた国鉄の自己資本の表示

形式は，従前の帝国鉄道の特有資本に相当する額を固有資本として承継すると

ともに(第7条)， 以後は同額を狭義の資本として固定し， 純損益を積立金の

増減変化として処理する〔第3条〕というものであった。

とζろで， ζのような資本の部の新しい表示形式の導入を促したのは鉄道会

議内に設けられた会計制度専門委員会の第1次研究報告(昭和22年答申〕であ

38) 鉄道省経理局主計課『帝国鉄道会計と減価償却J1941年， 103へ ジ。

39) 向上書， 103へ一三人

40) 41)向上書， 106ベ九
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る。そのなかで，帝国鉄道時代の特有資本の表示方法について次のような反省

意見が述べられていることを銘記せねばならない。

「現行制度では，資本は特有資本土借入資本土に分類壮られている。このう

ち，特有資本は所謂自己資本であるが，投下資本金とその後の増加額を区分し

ない為資本に対する利潤率其の他資本の効率を測定するのに困難で〔がつ〕あ

る。最近の赤字財政状況からみると，特有資本は欠損金の為年々減少の一途を

辿り，戦災による臨時欠損金をも控除するときは，道き将来に於て帳簿価格は

消失の危険があるが，それは特有資本の表示方法が不適当であることにもよる。

仰て投下資本は一定額を以て保持する制度を樹てる必要がある。」叫

こうして上田貞次郎が「何ふも合点が行かね」と疑義を呈した特有資本編入

会計は，そり約30年後に廃止されたが，それは上田貞次郎，帝国鉄道会計法規

委員会，鉄道会議会計制度専門委員会が一致して指摘した，経営成績評価のう

えでの資本と利益の区別の重要性にたいする歴史的反省にもとづくものであっ

マー

~。

V 資本組入会計の再生産

国鉄固定資産の形成源泉と特有資本編入会計 以上， II， m， Nの考察を要

約すると，昭和22年法までの国鉄の資本構成の変遷は次のように図示できるで

あろう υ

〔興業費]

(塁業塁償王寺芦星)

第 1図国鉄の資本構成。変遷

〔明治3ト 41年度明治42 昭和21年度J [昭和22-2~年度]

ー→未還資本一→借入資本一→借入資本〔負債〉→

→既還資本l
1→特命資本一→固有資本→

特設資本j

積立金→

つまり， 現在の国鉄の貸借対照表に計上されている固有資本 4，916百万余円

42) 紙田千鶴雄『最新鉄道会計J[19SC年.， 18ベ ジ。



36 (168) 捕 120巻第3.4号

は，昭和21年度末時点での帝国鉄道の特有資本残高にあたるが，この特有資本

の形成源泉の大半は明治42年以降の建設改良に充てられた益金累計額にほかな

らない。そればかりか，明治42年に特有資本が開設されたさい引継いだ既還資

本，特設資本のうちの既還資本もまた，興業費(一般会計からの借入金〕の償

還に充当された益金累計額を意味している。

いいかえれば，政府は，創業当初の日本鉄道会社に「官有ノ土地ニ Vテ鉄道

ノ線路エ当ル地所及ヒ鉄道ェ必要ナノレ倉庫，停車場，建築ノ用ニ供スヘキ地所

ハ無賃ニテ之ヲ・・・貸付J'"(日本鉄道会社特許条約書第2条〉たのをはじめ

として，私設鉄道会社に「資金・用地・税金，利益補助，建設・運転・保修な

どにおいて， 無類に手厚い」凶保護を与え， 井上勝をして「元来カカノレ保助ハ

少数ノ株主ニ他ノ人民ノ嚢中ヨリ特恵ヲ与フルモノ J45)と嘆かわしめた反面で，

公共輸送手段としての国鉄にたいしては昭和21年に至るまで，ただり一度も出

資，補助を行なうことなしその固定資産形成の大半を最終的には利用者の負

担にゆだねてきたのである。

第 5表で示したように，官設・帝国鉄道の営業係数がほぼ50%以下という驚

〈べき低率を保ち，私有鉄道との比較的でも同等の水準であったという事実ほ，

当時の国鉄運賃が興業費(負債〕償還あるいは資本的支出の源資をおり込むこ

とに上って，いかに高位1，維持されていたかを物語勺ている。

とはい士，国鉄のかF る経営実態左固定資産の形成源泉は特有資本編入会計

にさえぎられて貸借対照表には明瞭にあらわれず，上回貞次郎でさえ「何ふも

合点が行かぬ」ととまどう状況となったのである。

特有資本編入会計の再生産としての資本造成会計 帝国鉄道時代の特有資本

編入会計と現行の資本造成会計を比較検討すると，会計理論・環境の相異にも

43) 鉄道省『日本鉄道史』上粛， 698ベ-:/0

44) 中西健一『日本私有鉄道町研究 都市交通の発展とその構造 J 1963年， 18へ一三人
45) 鉄道省『日本鉄道史』上篇， 664ベータa

46) 当時の私有鉄道会社で利益処分形式の減価償却を行なったも白は数社あるが費用計上形式によ
る減価償却は皆無に近いから， この点の影響はほとんど無視できるであろう a
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とついて異質の利益概念に

立脚している止はいえ，資

本的支出(の源資とされた

債務の償還〉に充てられた

益金もしくは利益〔積立金〕

を資本視し，それを貸借対

照表上で資本組入するとい

う要旨において両者が一致

していることは否めない。

すなわち，新資本造成会

計によれば， I期間的に，

把握された C公企業の〕収

益費用の差額は，すでに減

債や建設に充当され亡しま

っていることが多，.りであ

って，正しく，公企業みず

からが造成した資本として

機能しているJ'円と解釈さ

れるが，かかる解釈が「本

会計の益金は既に当該年度

の鉄道及自動車運輸事業の

経営費に充当せられている

と云ふ事実其のものがー

鉄道建設改良及自動車線設

第 5衰国・私有鉄道の営業係数※

年 度|官設・帝国鉄道|私設鉄道

明治 26 36.1% 42.0% 

27 37.5 40.4 

28 36.9 39.3 

29 46.1 42.3 

30 49.2 45.0 

31 56.3 55.4 

32 47.1 49.9 

33 43.5 46.9 

34 4~.6 47.7 

35 47.3 48.6 

36 46.7 46.2 

37 41.4 45.8 

38 46.3 46.7 

39 51.4 51.0 

40 51.2 52.3 

41 53.7 51.9 

42 51.1 51.2 

43 48.4 47.9 

44 45.7 43.2※※ 

大正
45 

46.3 48.1※※ 
1 

2 48.1 44.4※※ 

3 51.0 42.2※※ 

4 46.3 42.9※※ 

5 43.3 43.1斑※

×望書長×川ただし，国鉄の営業費比補充費，行

政監吾費，線路調査費を除いた純営業費。

提※兼営酷使線を睦外したもの.

鉄道省経理局『国有鉄道会計参考書~ 1935年. 10-11へ
ーク，鉄道省『日本鉄道史..!I1921年， 中篇. 26ι-266へ

ジ，下篇.539ベ クより作成。

備費決算額が固定財産価格に編入するを要する事となっている理由でもあり，

且又，之が財源たりし益金が 特有資本に編入せられる事となっている所以

47) 江村稔「公企業り資本と利益J W実務会計』第2巻第 2号. 1966年 2用， 57~-!/o 
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でもある」伺〉という見地と軌をーにしていることは説明を要しないであろう。

また. r建設改良積立金というのは企業が生みだした利益の一部が翻保きれ

たものであるから，これは利益によ勺て・・，公営企業が固定資産を増加させた

ということができ， これこそ正に企業の白己資本造成である」削として当該積

立金を自己資本金へ組入れる地方公営企業の資本造成会計，あるいは， i収益

と費用の『差額』の累計額のうち，資本〔的〕収支を通して固定資産に充当さ

れた額J50)をiNHK設立後における造成資本J5J)と解して資本組入するNHKの

資本造成会計も，そこでくりかえされる「資本の造成」が「固定資産の増加」

にほかならないという点においては，古い会計思考を新しい用語で再生産した

にすぎないのである。

さて，このように現行の資本造成会計が公企業における資本と利益の区別を

抹消するという結果において，帝国鉄道時代の資本の表示形式と共通している

とすると，特有資本編入会計が経営成績の外部報告に及ぼしたのと同じ影響が

くりかえされるおそれが懸念される。事実，料金の一部として収入した建設改

良資金が「剰余の形となって現われるJ'自のは「一般市民に与える響き」叩とし

て「どうも好ましくなJ50く， rこのような整理のままでは，国鉄財政を判断す

る上に誤解を生J55)じ， i非常に私どもとしてはつらし、」耐という認識が新資本

造成会計を待望した実務界の現実的理由であったことを勘案すると， この懸念

もけっして的はずれとはいえないであろう。

しかし，たとえば昭和48年度末の電電公社， NHKおよび水道事業(法適用

事業集計〕における資本(金〕と利益剰余金〔累積欠損金〉の比率 333.2%， 

48) 大野，前掲書" 185-~- S/ o 

49) 坂田期雄『地方公営企業.!l1973年、 202へ一三人
50) 51)掴場仁徳「公共企業体における資本の概念-NIIKの場合を中心に I ，実務会計』第2告

第2号， 1966年2月， 68ページ。
52) 53) 54) ，水韮誇事業座談会Jf水道協会雑誌』第264号.51ベ ジ， λ阪市水道局経理局課長和

回新三郎の発言。
55) 日本圃有鉄道『日本国有鉄道会計N.1f財務基本問題調査書記録」議事篇 1，19田年，第1回調

査会議事速記録， 3ベージB

56) 向上書，議事篇IL1965年，第11回調査会議事速記聾" 196ページ。
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5.4;;百. -39.4% を比較して，どのような評価が生れるであろうか。当該比

率を大まかに現在までの各公企業の経営成績を示す指標のひとつとすると，電

電公社の高い数値から，過去において「施設の拡張改良資金のうちに占める損

益剰余の比率が多かったこと，換言すれば料金水準がそれだけ余裕をもってき

められていたこと」聞がわかる。

しかし， 同じ評価基準で電電公社にはない資本造成会計を採用している

NHKおよび水道事業の比率をみて， その料金水準が不当に低位であったと断

定できるであろうか。両者が資本組入した利益剰余金を元へ振戻して比率を算

定しなおすと，それぞf1229.4%.43.0%となり，修正前の数値からうける印象

とは大きく異なった評価が生れる。とくに， NHKの受信料のなかに経首費補

填分のみならず 1債務償還金および建設財源等のいわゆる資本取引に関連す

る経費J"が含まれていた事実もうなづけるのである。

これを要するに，料金に建設改良，減債のための源資を算入していることを

公企業において収益費用差額の生じる原因とみるのであれば一一一この前提自体

検討を要するが一一，当の差額を資本としてではな<.利益剰余金(忠るいは

前受収益〕として累積表示することこそ，現実の固定資産形成源泉の正しい反

映であり，現行料金政策への的確な評価情報を社会に供することになるといわ

ねばならなし、。なぜなら，そうすることによってこそ，従来， 1累積欠損1の

解消を理由としてくりかえされた水道料金などの値上げが誤まった会計情報に

もとつくものであったことが明らかになり，また，もし利用者が資本的支出の

源資を料金をつうじて事前に負担しているとすれば，二重償却を避ける意味で，

当該源資で取得された固定資産の減価償却対価は料金へおり込むべきではない

としヴ主張も生れてくるからである。

57) 秩草篤二「公共企業体の資本構成とその問圏点ー特に電電公社を中心として J ~.実務会計』
第 2巻第 2号， 1966年 2月. 49へージ.iこだ，これ以外にも設情柄。会， 1処理など重要な問題が
あるが，ここでは立ち入らない。

58) 堀場，前掲論丸 67ベージ。
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〔付記〕 図師民嘉「工部省鉄道会計条例主意書」は r日本鉄道史』上篇 r日

本国有鉄道百年史』第1巻に収録されているが，本稿で示した出典『工部省記録 鉄

道之部』巻35は，国鉄本社内鉄道図書室町好意により，閲覧D機会をえた，同図書室

所蔵の模写本〔マイクロフィノレム版〕である。


